
医学部の収容定員変更の趣旨等を記載した書類 

 
ａ 収容定員変更の内容 

信州大学医学部医学科の平成 20 年度以降の入学定員については，平成 20 年度に「新

医師確保総合対策」に基づき平成 29年度までの期限を付した５名の臨時定員増及び５名

の恒久定員増を，平成 21 年度に「経済財政改革の基本方針 2008」に基づき５名の恒久

定員増を，平成 22年度に「経済財政改革の基本方針 2009」に基づき平成 31年度までの

期限を付した３名の臨時定員増を，平成 23 年度に「新成長戦略」に基づき平成 31 年度

までの期限を付した２名の臨時定員増を，平成 25 年度に「新成長戦略」に基づき平成

31 年度までの期限を付した５名の臨時定員増をそれぞれ実施した。 

平成 29 年度を期限とする５名の入学定員について，平成 31 年度までの期限を付した

再度の入学定員増を行い，平成 30年度の入学定員を再度の定員増を行わなかった場合の

115 名から 120名に変更する。 

これにあわせて，収容定員についても平成 31年度までの期限を付した臨時の入学定員

増を踏まえ，再度の定員増を行わなかった場合の 650 名から 660名に変更する。 

 

ｂ 収容定員変更の必要性 

医師数の地域間格差は依然として大きな社会問題となっており，地方では診療科全般

にわたって，住民が十分な医療を受けられない事態が生じている。 

この事態に対応するため本学は長野県とも連携の上，医学部医学科の入学定員につい

て上記のとおり増員を行ってきたところである。 

県内の医師不足が続く長野県唯一の医学系大学である信州大学医学部は，県民に質の

高い医療を将来にわたって提供するため，県と連携して医師不足の解消に向けた取組み

を行っており，本学への入学者数が県内医師確保に大きな影響を及ぼすことを踏まえて，

今回，平成 29年７月 10日発表の「地域の医師確保等の観点からの平成 30年度医学部入

学定員の増加について」に基づき，入学定員５名の再度の定員増を希望する。 

地域の医師確保という面では，医学部医学科卒業生の内，他県出身者を含めて約 50％

程度が長野県内に定着し地域医療に貢献してきた。県内高校出身者に至っては約 80％程

度の卒業生が卒業後も長野県内に定着して，地域の医療を支えている。このことから，

今回の医学部医学科入学定員の再度の定員増に伴い，県内で定着し活躍する医師の供給

につながることが期待できる。 

 

ｃ 収容定員変更に伴う教育課程等の変更内容 

信州大学医学部医学科の教育・研究の理念・目標を達成するため，１年次生から６年

次生までの全人的な一貫教育を行い，医師養成に相応しい知識レベル，技術レベル，態

度レベルの修得を満たす講義，演習，実習等を行っている。 
優れた医師となるためには，知識と技術の面では個別事項を身に付けるだけではなく，

総合的に人の健康とその障害を理解すること，態度の面では病める人を救うことへの情

熱，思いやり，優しさ，奉仕の心を養うこと，さらには未知の領域に挑戦する旺盛な知

的好奇心と学問への探究心を持つことが必要である。  
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これらを身に付けるため，これまで１年次生と２年次生は共通教育科目（教養科目，

基礎科目）を中心に受講し，２年次生から専門科目が増え，３年次生以降は専門科目の

みの履修となるよう教育課程を編成してきた。共通教育科目には選択科目もあるが，専

門科目は全て必修である。具体的な科目区分の設定，授業科目，必修単位数は，資料の

とおりである。  
  共通教育科目の授業は，人材育成の基盤となる教養教育と基礎教育を担う全学教育機

構に所属する教員が主に行っている。専門科目の授業は，医学の各専門分野における研

究及び臨床を行う医学科，大学院医学系研究科及び医学部附属病院に所属する教員が行

い，研究資源を教育に有効活用するとともに，質の高い医師の養成に積極的に参画して

いる。 
さらに臨床実習の質保証（72 週の期間確保）に向け，平成 26 年度には，４年次生後

期から臨床実習（クリニカルクラークシップⅠ）の履修を可能とするようカリキュラム

改革を行った。 

また，上記取組と関連した本学の取組「150 通りの選択肢からなる参加型臨床実習」

が，文部科学省「基礎・臨床を両輪とした医学教育改革によるグローバルな医師養成」

事業「（Ｂ）グローバルな医学教育認証に対応した診療参加型臨床実習の充実」に採択さ

れたことを受け，国際標準の臨床実習を行うための環境整備を行い，附属病院のみなら

ず，長野県内外の教育協力病院（37施設）を診療参加型臨床実習の場として活用してい

る。学生が最初から実地で患者を診察するシステムを構築するとともに，見学型から参

加型の臨床実習への切り替えができるよう，教育協力病院においては１月に１病院１診

療科に１名のみの派遣とし，各病院の診療チームに参加させることでより実践的な医師

養成が図れるよう取り組んでいる。これにより卒前の臨床実習と卒後の初期研修とのシ

ームレス化が図れるほか，学生が地域病院の診療チームに卒前から溶け込むことで，地

域循環型の医師養成システムが自ずと形成され，長野県内で地域医療に従事する医師の

増加につながっている。 

  医学部医学科の１年次生は前期 24単位，後期 24単位，２年次生では前期 10単位，後

期 4 単位を共通教育科目の履修の登録単位数の上限としている。また，他大学等の授業

科目を履修しようとする学生又は外国の大学等に留学しようとする学生には，当該履修

又は留学を教育上有益と認め，かつ，当該大学等と事前に協議の上，受入れが許可され

た場合にのみ認めることとしている。 

卒業要件は，医学部医学科に６年以上在学して，共通教育科目43単位及び専門科目158

単位を取得することであり，具体的な卒業に要する単位数等は，資料のとおりである。 

その他の取組として，医学科入学定員増の中でも TBL(team based learning)の少人数

体制を維持するため，人数割や担当教員の負担のバランス等といった教育体制を見直し，

適正化した。実施場所（教室）にも配慮し，多様な教育方法に対応するため実習室の改

修を行った。 

  以上のとおり，教育課程の内容，教育方法及び履修指導方法については，収容定員の

増員を再度増員しても，全学の協力を得て現在の教員配置（実施体制）による教育を継

続する。 
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１．現在（平成 29 年度）の入学定員（編入学定員）及び収容定員  

入学定員  ２年次編入学定員 ３年次編入学定員 収容定員  

１２０名     ０名     ０名  ７１５名  

 

（収容定員計算用） 

 H24 H25 H26 H27 H28 H29 計  

（ア）入学定員  115 120 120 120 120 120 715 

（イ）２年次編入学定員         

（ウ）３年次編入学定員         

 

２．本増員計画による入学定員増を行わない場合の平成 30 年度の入学定員（編

入学定員）及び収容定員  

入学定員  ２年次編入学定員 ３年次編入学定員 収容定員  

１１５名     ０名     ０名  ６５０名  

 

（収容定員計算用） 

 H30 H31 H32 H33 H34 H35 計  

（ア）入学定員  115 115 105 105 105 105 650 

（イ）２年次編入学定員         

（ウ）３年次編入学定員         

 

３．平成 30 年度の増員計画  

入学定員  ２年次編入学定員 ３年次編入学定員 収容定員  

１２０名     ０名     ０名  ６６０名  

   

（収容定員計算用） 

 H30 H31 H32 H33 H34 H35 計  

（ア）入学定員  120 120 105 105 105 105 660 

（イ）２年次編入学定員         

（ウ）３年次編入学定員         

↓内訳  

（１）地域の医師確保のための入学定員／編入学定員増   ５  名  

  ア．対象都道府県名及び増員数  

大学が所在する都道府県  長野県    ５名  

   

大学所在地以外の都道府県     ０名  

 

（２）（１）のうち平成 29 年度で終了する医学部入学定員の暫定措置の延長

に係る入学定員／編入学定員増   ５名  

ア．対象都道府県名及び増員数  

大学が所在する都道府県  長野県    ５名  

   

大学所在地以外の都道府県     ０名  
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（３）研究医養成のための入学定員／編入学定員増   ０名  

  ア．連携する大学  

                     

 

（４）歯学部入学定員の削減を行う大学の特例   ０名  

  ア．歯学部の削減人数   名  

（歯学部入学定員： 29 年度   名→ 30 年度   名）  

＊   編入学定員の削減の場合はその旨付記して下さい。  

 

４．地域の医師確保のための入学定員増について  

①大学が

講ずる措

置  

通知２(1)記載の「大学が講ずる措置」に係るこれまでの取組について記入し

て下さい。 

 

将来の長野県の医療を支える医師育成システムとして「長野県内枠推

薦入試制度」を構築し，平成１７年度４月入学者から実施している。  

平成２６年度入学生から対象を現役のみならず，既卒１年目までの学

生を対象とした募集枠を設け広く学生を募集している。  

通知２(1)記載の「大学が講ずる措置」に係る平成 30 年度以降の取組につい

て具体的に記入して下さい。 

 

今回の入学定員増延長の５名については，前回と同様，５名の募集枠を別

に設けることはせず，長野県の地域医療等に従事する強い意志を持った者を，

原則として長野県内枠推薦入試による入学者から選考し，長野県に推薦する。

ただし，推薦入試の入学者のみでは県への推薦人数が満たされない場合は，

前期日程入学者から所定の人数に達するまで選考し，長野県に推薦する。  

②地域医

療を担う

医師の養

成に関す

る取組  

①のほか、地域枠の学生が卒後に勤務することが見込まれる都道府県で

の地域医療実習など、地域医療を担う医師養成の観点からこれまでの取

組について記入して下さい。  

 

毎年，本学への進学実績のある県内高校に対して長野県内枠の説明や

医 学 生 の カ リ キ ュ ラ ム ， 医 師 と し て の 心 構 え 等 に つ い て の 説 明 会 の 実

施，合格した学生に対するキャリア形成の講演会への出席案内，入学後

の学生に対する地域医療・キャリア形成に関するセミナーや講演会の実

施等に取り組むとともに，カリキュラムにおいても地域医療に関する授

業を行っている。  

１年次生の『医学概論演習Ⅰ』にて「長野県の地域医療と信州大学の

取り組みを知る」をテーマとして取り上げ，地域の中核病院の第一線を知

るとともに，地域医療への理解を深める第一歩としている。 

３年次生の『地域医療』では，地域に根ざした医療を実践している講
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師の講演を通じて，医療における地域の視点の重要性ならびに地域の医

療が抱える問題点とその対策についての認識を深めている。  

上記の観点から平成 30 年度以降新たに行おうとする（又は拡充しよう

とする）取組について記入して下さい。  

 

 地域枠にて入学した３年生を対象とし，地域の診療所等に３日間学生

を 派 遣 し 実 際 の 地 域 医 療 の 現 場 を 体 験 さ せ る 地 域 医 療 実 習 の 実 施 を 予

定している。  

③都道府

県等との

連携  

通知２(2)記載の「都道府県が講ずる措置」について、奨学金の設定主体及び

支給額（月額及び卒業までの総支給額）、返還免除の条件、支給対象及び在学

中の学生に対する都道府県の相談・指導、卒後のキャリアパス形成等につい

て具体的に記入して下さい。  

また、都道府県が厚生労働省に提出する予定の地域の医師確保等に関する計

画及び「地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律」（平

成元年法律第 64 号）第４条に規定する都道府県計画等に位置づけることを約

束する文書を添付して下さい。 

 

長野県を設定主体とする「長野県医学生修学資金」を引き続き実施し，

将来，医師として長野県内の公立病院，公的病院等に従事する意欲のあ

る医学生を貸付対象者として，貸与決定の月から大学卒業の月まで，月

額２０万円を貸与する（総支給額は個人により変動）。卒後，貸与年数

の１．５倍に相当する期間，長野県が指定する本学を含めた地域の医療

機関に従事した場合に返還が免除される。  

 在学中の学生に対する都道府県の相談・指導，卒後のキャリアパス形

成等に係る事項については，本学の地域医療推進学講座が「信州医師確

保総合支援センター信州大学医学部分室」として，平成２４年度から長野県

の医師確保等総合事業の委託を受けており，研修会の実施，キャリア形成支

援ならびに医師となった後の配置調整など，長野県の医学生修学資金貸与者

（医学生，医師）に関わる業務活動を展開している。 

④都道府

県が貸与

する奨学

金を貸与

する者の

選抜方法  

上記の都道府県が貸与する奨学金について、どのような方法で対象学生

を選抜するか、大学と都道府県との連携の在り方も含め、現時点の検討

状況を具体的に記入して下さい。なお、複数の方法により選抜を行う場

合は、そのすべての方法について、方法ごとの対象人数とあわせて記入

して下さい。  

 

貸与者については県予算の確定を踏まえ，本学部長が推薦した者につ
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いて，書類及び面接審査により長野県が決定する。  

 

平成２２年度以降に同様の枠組みで増員した人数についても、都道府県

が貸与する奨学金の対象学生の選抜方法を記入して下さい。なお、複数

の方法により選抜を行う場合は、そのすべての方法について、方法ごと

の対象人数とあわせて記入して下さい。  

 

上記と同様に，貸与者については県予算の確定を踏まえ，本学部長が

推薦した者について，書類及び面接審査により長野県が決定する。  

 

 

⑤その他  

 

その他、地域の医師確保の観点から大学の今後の取組について自由に記

入して下さい。  

とくに、都道府県からの奨学金の貸与を受ける者、地域枠入学者を確保する

ために貴大学で取り組まれていることや今後の取組み予定がありましたら、

記入して下さい。 

 

医学部の信州医師確保総合支援センター信州大学医学部分室（地域医

療推進学講座）では，「長野県医学生修学資金」貸与者に対して，地域

医療の現場研修や医師・学生の貸与者を交えた交流会，研修会等を実施

し，地域医療への理解を深めさせている。  

また，「信州医療ワールド夏季セミナー」を毎年開催し，若手医師と

の交流や附属病院の診療科見学，県内病院の県学等を通じて地域医療の

魅力をアピールしている。  

以上のような取組を一層充実させると共に，今後も地域医療支援に関  

する取組を推進していく予定である。  
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地域医療に関する学部教育のカリキュラムの概要  

 

学年 科目名 期間 
授業が行われ

る場所 
授 業 内 容 

１ 医学概論

演習Ⅰ 

通年 県内の介護老

人保健施設・

肢体不自由児

施設，臨床教

育協力病院，

本学講義室 

早期体験実習として，県内の介護老人保健施

設・肢体不自由児施設等で実習を行う。また我

が国の地域医療の現状と課題，地域医療推進に

対する大学の取り組み等について講義を受け

る。 

２ 臨床医学

入門Ⅰ 

前 期

集中 

本学医学部附

属病院診療科

外来 

外来患者体験実習として，本院の外来を受診す

る患者に受付から帰院まで同行し，患者の立場

に立った医療のあるべき姿を考えるとともに，

医療人としての接遇態度を身につける。  

３ 衛生学公

衆衛生学

演習・実

習 

通年 県内保健所 保健所実習として，ヒトのライフステージに特

有な健康に関する問題，社会全体の中での医

学・医療の位置づけについて理解するために，

保健所における厚生統計の作成，健診，予防接

種の補助など地域住民の健康維持・増進活動等

を体験する。 

地域医療 前期 本学講義室 地域医療の実情，意義，課題，問題点等につい

て県内の地域医療機関の病院に勤務する医師の

講義を受ける。 

４ 臨床実習 後期 

20週 

県内の臨床教

育協力病院，

本学医学部附

属病院 

学生が医療チームの一員としてクリニカルクラ

ークシップを行う。本院の全診療科を中心に約

2 週間単位でローテーションし，臨床実習を経

験する。 

５ 臨床実習 前期 

16週 

県内の臨床教

育協力病院，

本学医学部附

属病院 

学生が医療チームの一員としてクリニカルクラ

ークシップを行う。本院の全診療科を中心に約

2 週間単位でローテーションし，臨床実習を経

験する。 

選択臨床

実習 

後期 

24週 

県内の臨床教

育協力病院，

本学医学部附

属病院 

学生が医療チームの一員として，長野県内の中

核病院を診療参加型臨床実習の場として活用し

たクリニカルクラークシップを行う。150 通り

の選択肢（コース）の中から学生が選び，6 ク

ール 24 週間（原則 1 クール 4 週間）の臨床実習

を経験する。 

６ 選択臨床

実習 

12週 県内の臨床教

育協力病院，

本学医学部附

属病院 

自由選択 Advanced クラークシップとして，学生

の希望する診療科に 3 クール 12 週間でローテー

ションする。 
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